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第4章 地域区分別の整備方針及び目標の検討 

4-1 地域区分の設定 

4-1-1 地域区分の設定の考え方 

浦添市交通基本計画では、目指すべき浦添市の都市の将来像とし

て、4 つのポイントを整理している。総合交通戦略は、この都市の将

来像を実現するため、コンパクトな都市構造の実現とともに過度な自

動車依存からの脱却を図るものである。 

そのためには、浦添市内に点在する都市機能の拠点性を高めると同

時にそれらを有機的に連携する都市の軸の形成が必要不可欠である。 

そこで、総合交通戦略の検討にあたり、浦添都市軸と都市圏軸の移

動を支える広域都市軸を中心に地域区分を設定する。 

 

 

 

 

図 4-1  浦添市交通基本計画における目指すべき浦添市の都市の将来像 
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4-1-2 地域区分の設定 

4-1-1 で示した考え方に基づいて、総合交通戦略の検討にあたって

は、図 4-2 に示すように 5 つのエリアに地域区分し、具体的な施策の

検討を行うものとする。 

各エリアの具体的な地域区分の考え方と基幹事業は、図 4-3～図 

4-7 に示す。 

 

 

図 4-2  地域区分の設定 
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(1) 国道 58号沿線エリア 

 

図 4-3  地域区分の設定（国道 58 号沿線エリア） 

 

■地域区分設定の考え方 

以下に示す地域の実情や課題を踏まえて、国道 58 号を中心としたエリア

を「国道 58 号沿線エリア」として設定する。 

 当該エリアの中心に位置する国道 58 号は、短中期的には基幹バスの

導入が検討されており、導入に向けてはバスレーン延長等が検討さ

れている。 

 基幹バス導入やバスレーンの延長に伴い、利用促進を図るためには、

沿線地域との一体的な整備と利用促進策の展開が必要。 

 バスレーンの延長によって、沿線地域への交通流の影響が懸念され

るため、沿線地域に不要な通過交通が入り込まないような取組も重

要。 

■基幹事業 

 国道 58 号における基幹バス導入 

 沖縄西海岸道路（浦添北道路） 

 浦添西原線港川道路 

 その他道路整備 
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(2) 都市モノレール沿線エリア 

 

図 4-4  地域区分の設定（都市モノレール沿線エリア） 

 

■地域区分設定の考え方 

以下に示す地域の実情や課題を踏まえて、沖縄都市モノレールの延長

区間を中心としたエリアを「都市モノレール沿線エリア」として設定す

る。 

 既存の首里駅から総合交通結節点（モノレール延長（仮）浦西駅）

まで延長が事業化。 

 沖縄都市モノレールの延長区間を中心に当該エリアからモノレー

ル駅へのアクセス性を高め、モノレールの利用促進を図ることが

必要。 

■基幹事業 

 都市モノレール延長 

 モノレール延長駅を中心としたまちづくり 

 国際センター線整備 

 浦添西原線整備（シンボルロード事業） 

 その他道路整備 
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(3) 西海岸臨海エリア 

 

図 4-5  地域区分の設定（西海岸臨海エリア） 

 

■地域区分設定の考え方 

以下に示す地域の実情や課題を踏まえて、那覇港浦添ふ頭地区を含めたエ

リアを「西海岸臨海エリア」として設定する。 

 当該エリアは、牧港補給基地返還跡地利用という課題を抱える一方

で、那覇港浦添ふ頭地区公有水面埋め立て事業が進展し、既に第 1

ステージが完了。 

 国道 58 号の背後圏にある西洲や勢理客は、業務地が集積しており、

多数の従業者の通勤手段が自動車から公共交通等他の手段へ転換す

ることにより国道 58 号を始めとする道路の渋滞緩和が望まれる。 

■基幹事業 

 那覇港浦添ふ頭地区公有水面埋め立て事業 

 国道 58 号における基幹バス導入 

 臨港道路浦添線 

 その他道路整備 
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(4) 浦添西原線沿線エリア 

 

図 4-6  地域区分の設定（浦添西原線沿線エリア） 

 

■地域区分設定の考え方 

以下に示す地域の実情や課題を踏まえて、浦添西原線を中心としたエ

リアを「浦添西原線沿線エリア」として設定する。 

 浦添市交通基本計画において浦添西原線は、浦添都市軸（シンボ

ル）として位置づけており、浦添市の顔づくりの骨格となる。 

 浦添市のシンボルとしての役割を果たしながら、西側の基幹バス、

東側の都市モノレールを東西に結び、沿道の都市拠点や拠点相互

の円滑な交通確保が求められる。 

 浦添西原線のシンボルロード化に伴い、沿線エリアの交通静穏化

を図ることが必要。 

■基幹事業 

 浦添西原線（シンボルロード事業） 

 都市モノレール延長 

 那覇港浦添ふ頭地区公有水面埋立事業 

 市内幹線公共交通導入（コミュニティバス等） 

 その他道路整備 
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(5) 国道 330号・パイプライン沿線エリア 

 

図 4-7  地域区分の設定（国道 330 号・パイプライン沿線エリア） 

 

■地域区分設定の考え方 

以下に示す地域の実情や課題を踏まえて、国道 330 号と那覇宜野湾線

（パイプライン）を中心としたエリアを「国道 330 号・パイプライン沿線

エリア」として設定する。 

 浦添市交通基本計画において那覇宜野湾線（パイプライン）は、

浦添都市軸（生活軸）として位置づけており、浦添市の生活の中

心としての役割を果たすため、都市軸上を移動しやすい交通環境

が必要である。 

 浦添都市軸（生活軸）上の交通環境の創出には、過度な自動車交

通（特に広域的な通過交通）の負荷を軽減させ、公共交通や歩行

者・自転車を中心とした利用を目指す。 

 そのためには国道 330 号のトラフィック機能を従来通り確保する

ことが必要であり、2 つの路線と沿線地域を一体的に捉えて施策

展開を行うことが必要である。 

■基幹事業 

 浦添西原線シンボルロード 

 市内幹線公共交通導入（コミュニティバス等） 

 その他道路整備 
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